
行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的な業務を行う職務 221 2.9% 221

２級
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

1,264 16.8% 1,264

３級
高度の知識又は経験を必要とし、係又はこれ
に準ずる組織において重要な業務を行う職
務

2,850 38.0% 2,850

４級
特に高度かつ専門的な知識を必要とし、係又
はこれに準ずる組織において特に重要な業
務を行うとともに、係長を補佐する職務

722 9.5% 722

係長 1,468

デジタル化専門官 2

文書改革専門官 1

イノベーション専門官 4

オープンイノベーション専門官 1

所長 18

副所長 77

事務長 7

園長 4

場長 2

館長 6

副部長 7

課長 545

室長 1

国際渉外秘書官 1

ホームページ監理官 1

カスタマーDXマネージャー 1

防災専門官 1

企業連携調整官 1

企業連携コーディネーター 1

再犯防止コーディネーター 1

上席デジタル化専門官 1

特別指導監査専門官 1

森林官 1

イノベーション専門官 1

所長 78

副所長 11

部長 2

事務室長 1

園長 1

副園長 2

センター長 3

副隊長 1

室長 1

部長 111

部長兼広報官 1

本部長 1

副局長 31

業務改革専門官 1

副館長兼事務局長 1

国際経済統括官 1

所長 13

事務局長 1

園長 1

場長 3

センター長 2

次長 1

理事 1

室長 1

局長 27

局長兼危機管理監 1

本部長 1

区長 9

北神担当区長 1

所長 1

館長 1

事務局長 4

教育次長 1

地域統括官 1

0.7%
局
長

８級 局長又は区長の職務 49 0.7% 49

７級 部長の職務 169 2.2% 169

656 8.7%
課
長

2.2%
部
長

21.2%

656 8.7%６級 課長の職務

５級 係長の職務 1,597

係
員

5,057 67.2%

1,597 21.2%
係
長
級

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階



消防職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 定型的な業務を行う消防士の職務 116 7.6% 116

２級
相当の知識及び経験を必要とする業務を行う
消防士長の職務

231 15.2% 231

３級
高度の知識及び経験を必要とし、係又はこれ
に準ずる組織において重要な業務を行う消防
司令補又は消防士長の職務

528 34.9% 528

４級

特に高度かつ専門的な知識を必要とし、係又
はこれに準ずる組織において特に重要な業
務を行うとともに、係長を補佐する消防司令補
の職務

373 24.6% 373

５級 係長の職務 202 13.3% 係長 202 202 13.3%
係
長

課長 42

副署長 10

部長 3

隊長 1

署長 10

センター長 1

3.4%
課
長

係
員

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

1,248 82.3%

６級 課長の職務 52 3.4% 52

部
長

７級 部長の職務 15 1.0% 15 1.0%



教育職（２）給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

高等学校の講師 4

特別支援学校の実習助手 8

高等学校の教諭 369

高等学校の養護教諭 13

高等学校の主任実習助手 10

盲学校の教諭 1

盲学校の主任実習助手 0

特別支援学校の主任実習助手 3

３級 高等学校の主幹教諭の職務 20 4.3% 20 20 4.3%
教
頭

教頭 13

係長 4

校長 9

地区統括官 5

部長 2

課長 2

教育職（３）給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級
幼稚園の講師，助教諭又は養護助教諭の職
務

1 0.8% 1 1 0.8%

教諭 88

養護教諭 13

３級 幼稚園の園長の職務 25 19.7% 25 25 19.7%
園
長

2.6%
実
習
助

手

４級 高等学校の教頭の職務 17 3.7% 17 3.7%
教
頭

１級
１　高等学校の講師、助教諭、養護助教諭又
は実習助手の職務
２　特別支援学校の実習助手の職務

12 2.6% 12

教
諭
・
養

護
教
諭

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

79.5%２級 幼稚園の教諭又は養護教諭の職務 101 79.5% 101

合計 内訳 職制上の段階

５級 高等学校の校長の職務 18 3.9% 18 3.9%
校
長

２級

１　高等学校の教諭、養護教諭又は主任実習
助手の職務
２　盲学校の教諭の職務
３　特別支援学校の主任実習助手の職務

396 85.5% 396 85.5%

教
諭
・
養
護
教

諭
・
実
習
助
手

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階



教育職（５）給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級
小学校，中学校，義務教育学校又は特別支
援学校の助教諭，講師又は養護助教諭の職
務

55 0.8% 55 55 0.8%

教諭 5,731

養護教諭 261

栄養教諭 53

３級
小学校，中学校，義務教育学校又は特別支
援学校の主幹教諭の職務

647 8.8% 647 647 8.8%

主
幹
教
諭

４級
小学校，中学校，義務教育学校又は特別支
援学校の教頭の職務

313 4.3% 313 313 4.3%
教
頭

５級
小学校，中学校，義務教育学校又は特別支
援学校の校長の職務

271 3.7% 271 271 3.7%
校
長

82.5%

教

諭

・

養

護

教

諭

・

栄

養

教

諭

２級
小学校，中学校，義務教育学校又は特別支
援学校の教諭，養護教諭又は栄養教諭の職
務

6,045 82.5% 6,045

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階



医療職（１）給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級 医師又は歯科医師の職務 0 0.0% 医師 0 0 0.0%
係
員

２級 係長の職務 0 0.0% 係長 0 0 0.0%
係
長

課長 5

センター長 1

所長 1

部長 8

局
長

局長 1５級 局長の職務 1 6.3% 1 6.3%

60.0%
部
長

４級 部長の職務 9 60.0% 9

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

6 40.0%
課
長

３級 課長の職務 6 40.0%



医療職（２）給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

管理栄養士 3

保健師 12

管理栄養士 2

歯科衛生士 1

保健師 138

薬剤師 3

管理栄養士 2

診療放射線技師 4

臨床工学技士 2

理学療法士 2

作業療法士 2

言語聴覚士 5

保健師 80

助産師 7

看護師 128

歯科衛生士 4

薬剤師 4

管理栄養士 5

診療放射線技師 2

理学療法士 7

言語聴覚士 1

保健師 12

助産師 5

看護師 59

歯科衛生士 2

５級 係長の職務 165 22.7% 係長 165 165 22.7%
係
長

６級 課長の職務 69 9.5% 課長 69 69 9.5%
課
長

１　薬剤師，管理栄養士，栄養士，診療放射
線技師，理学療法士，作業療法士，言語聴
覚士，物療技術員，視能訓練士，歯科衛生
士又は臨床工学技士の職務
２　保健師，助産師又は看護師の職務
３　准看護師の職務

１級 2.1%15

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

４級 97 13.3%

１ 薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線
技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、物療技術員、視能訓練士、歯科衛生士
又は臨床工学技士の職務で高度の知識又は
経験を必要とし、係又はこれに準ずる組織に
おいて重要な技術的業務を行う職務
２ 保健師、助産師又は看護師の職務で高度
の知識又は経験を必要とし、係又はこれに準
ずる組織において重要な技術的業務を行う
職務
３ 准看護師の職務で高度の知識又は経験を
必要とし、係又はこれに準ずる組織において
重要な技術的業務を行う職務

３級 239 32.9%

67.8%
係
員

492

141

１ 薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線
技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、物療技術員、視能訓練士、歯科衛生士
又は臨床工学技士の職務で特に高度かつ専
門的な知識を必要と
し、係又はこれに準ずる組織において特に重
要な技術的業務を行うとともに、係長を補佐
する職務
２ 保健師、助産師又は看護師の職務で特に
高度かつ専門的な知識を必要とし、係又はこ
れに準ずる組織において特に重要な技術的
業務を行うとともに、係長を補佐する職務
３ 准看護師の職務で特に高度かつ専門的な
知識を必要とし、係又はこれに準ずる組織に
おいて特に重要な技術的業務を行うととも
に、係長を補佐する職務

19.4%

１ 薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線
技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、物療技術員、視能訓練士、歯科衛生士
又は臨床工学技士の職務で相当の知識又は
経験を必要とする技術的業務を行う職務
２ 保健師、助産師又は看護師の職務で相当
の知識又は経験を必要とする技術的業務を
行う職務
３ 准看護師の職務で相当の知識又は経験を
必要とする技術的業務を行う職務

２級


